
　　　　

令和8 年 3 月 日

10 時 00 分から 14 時 30 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

家族支援

・毎日の生活や支援の様子を、連絡簿などで伝えます。
・保護者の希望より専門スタッフが個別に相談援助を行います。
・保護者へこどもとの関わり方について相談援助を行い、必要に応じて家庭訪
問を行います。
・保護者の方への研修会を行います。
・ペアレントプログラムや保護者研修会など、研修事業で行っている保護者向
け研修にご参加いただけます。

移行支援

・保護者の方の意向を随時確認し、相談援助を行います。
・必要に応じて、保育園や幼稚園との連携を図ります。
・就学の際は、市町の就学相談会等へ同行や、移行支援会議へ出席しま
す。
・移行の際は、必要に応じて移行先への助言や相談援助を行います。
・保護者と一緒に、サポートブックを作成します。

支　援　内　容

本
人
支
援

・生活リズムを整え、健康状態の確認を行います。
・生活に必要なスキルを身につけるように支援します。
・生活環境を構造化するなど、子どもたちに分かりやすく支援します。

【主な内容】
手洗い、トイレ、食事、衣服の着脱、朝の準備、検温など

【主な内容】
ふれあい遊び、簡単なルールのある遊び、当番活動(おやつ等)など

・安心して過ごせるよう、支援者との信頼関係を築きます。
・集団の中で他者の気持ちを理解し、他者との関わり方を学ぶように支援します。
・集団の中で楽しく過ごせる経験を積み、園生活や学校生活に繋いでいきます。

・具体的な体験や気持ちを支援者が代弁することで、情緒の安定や言葉の習得を図ります。
・自ら伝えたい、発信したいと思えるように支援します。
・絵カード、言葉、仕草、表情、態度等のコミュニケーション手段の能力を向上させます。

【主な内容】
手遊び歌、絵本の読み、音楽療育、インリアルアプローチなど

・日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や運動・動作の改善及び習得するように支援します。
・指先を使った運動や全身運動を通して、感覚を養い、身体の使い方を学ぶように支援します。
・五感を最大限活かした活動を行うことで、生活の中の困り感を軽減するように支援します。

【主な内容】
サーキット遊び、感覚統合遊具、体育館・園庭遊び、水遊び(夏季)など

・できたことを称賛し自己肯定感の向上を目指します。
・形、色、音の違いや、空間・時間等の概念を教材を通して学ぶように支援します。
・必要な情報を収集し、適切に処理し、自身で選択できるように支援します。

主な行事等 ・毎月…誕生会、身体測定、避難訓練　　・随時…内科健診・歯科検診　　・その他…療育参観など

地域支援・地域連携

・他児童発達支援事業所や保育園・幼稚園、相談支援事業所、医療機関など、
関係する機関と連携して支援を行います。
・必要に応じ、上記関係機関と連携して会議等を開催、又は参画し、情報共有
や役割分担についての協議を行います。

職員の質の向上

・所内研修会・事例検討会を実施
・当センター主催の研修を受講
・全国児童発達支援協議会、知的福祉協会、ポーテージ協会、発達協会な
どの研修を受講

事業所名 佐賀県療育支援センター児童発達支援センターくすのみ園 作成日支援プログラム(児童発達支援)

【主な内容】
制作活動、認知教材や自立課題での活動など

（別添資料１）

支援方針

送迎実施の有無

法人（事業所）理念
・一人ひとりの発達の状況に応じた支援をします。
・こどもの人格を尊重し、保護者に寄り添った支援をします。
・こどもが地域で円滑に生活できるよう、保護者と関係機関と連携して支援します。

・療育活動により発達を促すとともに、集団生活の経験を通して社会性を伸ばし、また個別の支援により、食事、排泄、着脱、あいさつ等の基本的生活習慣を習得できるように支援しま
す。
・運動、作業、言語、心理面での個別の発達検査及び相談を実施することで、子ども一人ひとりの発達の状況を捉えた効果的な支援を行います。
・保護者に対して、子どもの発達段階を共有し、子どもへの理解を促し、適切な関わり方を支援します。

営業時間


